
正では， 請負業務も歴史的な大変革を見るに至った。 すなわち

集西日作業 ・ 校t卸作業はもちろん鉄道が直営してきた小口扱貨物

の受託事務までも日通に委譲されて， 日通の元前範囲がいちじ

るしく鉱大されたのである。

自動車線においても業務委託駅における駅務，鉄道との接

続釈における政俊作業等は，従来各j['\1契約であったものを日通

の元請にするほか， 駅員配置駅における小口敏貨物の受託およ

び引渡事務も ， 鉄道と問機図ーが1に日通の元詰とされた。

以上の関係から，諮負人の業務処理の方法および諮負人と駅

員との|間の事項を明確にするため， ZfI負業務処理規程 (n百和17 ・

31宝鈴íl38 号)が制定され，自動車線の委託業務についても，

この規程が全間的に適JTJ された。

この結*， I司 jfÝJllï線に|刻係のある請負料金がつぎのように改

正された。

ア 委託駅における以務手数料

駅務の極彩1にかかわらず 1 ~I につき 3 銭

イ 接続}1i~ における平扱貨物のfi!t込および取在Il手数料

1 t につき

H百和 19 ・ 6 ・ l の改正

80 銭

ア /!l~務手数料 1 口につき 5 銭

イ 接統手数料 1 t につき I 円

H日和 20 ・ 8 ・ 1 戦H寺中の要員不足を緩和i し，事務の簡素化をはか

るため，従来の小口扱貨物 100kg単位を 1 口 単位に 1巨扱貨物

1t 単位を 1 仁l 単位に改めた。この結果接続手数料も l 口 18

円に改訂された。

昭和 21 ・ 3 ・ 1 の改正

7 駅務手数料 l 口につき 20 室長

イ 接続手数料 i 口につき 35 内

ng手n 22 ・ 2 ・ l の改正

ア 駅務手数料 l 口につき 50 銭

イ 後続手数料 1 口につき 45 円

昭和 22 ・ 3 ・ 1 ， 戦時中事務簡素化のために実施した料金計算単

位を設量制に復元して，料金計算の公正を期することとした。

接続手数料 1 t につき 3 門

昭和122 ・ 7 ・ 6 戦後のイゾフレ激化に付こない料金を大柄に改訂

した。

ア 駅務手数料 l 口につき

イ 接続手数料 1 t につき

昭和 23 ・ 7 ・ 1 の改正

3 円 50 銭

22 円

ア 駅務手数料 1 ~I につき 9 円以内

イ 接続手数料 1 t につき 75 円

(3) 諮負制度の省還元

日通による元首'í tl~J度は!被後も引続き行われてきたが， 昭和

24 年度の予l):編成にあたり，連合軍総司令部から，従来の業務

請負制度を全fifi 自lJに廃止して，これを省が直営することの強い

指示を受けたので， 小口貨物の委託王jH:主は，昭和124 ・ 5 ・ 25 ， そ

の他の訪負業務はおおむね 6 月 1 日から，いずれも省に還元さ

;11..ることになっ t.:. ，

しかし国鉄自動車の委託業務は，その経営上金問的な並立元は

困難であるので， 業務の内容を厳重に検討して， 還元できる業

務とそうでないものとを，つぎのように区分 してこれを突施し

Tょ。

ア 罰lj負業務中省に還元するもの

げ} 駅員配置駅における小口貨物の受託および引渡事務

(イ) 駅員配f丘駅および業務委託駅における荷物 ・ 貨物の絞卸

作業

じどうしゃせ

イ 省に還元しないで従来どおり委託とするもの

(7) 駅員間置駅および業務委託駅における ， 手小荷物の配達

作業

(イ)業務委託駅における手荷紛の引渡事務

(吟 業務委託駅における小荷物の受託および引j度事務

(功業務委託駅における小口およびJfi扱貨物の受託および引

渡事務

(材 業務委託駅における委託業務にやl 随する帳表類の作成，

荷物の保管等の通常駅務。ただし貨物引換証，各径証明惑の発

行 . ~I~放の場合の処置，運賃料金の払戻し ， その他これに準ず

る駅務を除 く。

以上のほか従来の日通による元詰制度を廃止して， これを各

個契約に改めるとともに，小口貨物の回目述作業，後続駅におけ

る事扱貨物のß'(換作業も，宗f負制度から1夜次制度に改訂された

が，鉄道の言背負業務が全間的に省に ill元されたため， 請負業務

処理規程も，これと運命をともにして， 昭和 24 ・ 6 ・ 9 かきr り ， 廃

止されてしま っ た。

したがって国鉄自動車に委託業務として残された部分に対し

ては，新たにこれを制度化 L なければならないのであるが， し

かし委託業務の一部を存続することの可否に関する総司令部の

;志向がはっきりしないので，これを制度化することは当分見合

オっせることにした。

当時は公報に掲載する公示 ・ 達類は， すべて総司令部に築を

提出して承認、を得なければならなかったので，国鉄自動車に存

続する委託業務の処FJlは音fI内的指置により，適当な時J!JJ までは，

廃止された請負業務処理規程の必嬰な条項が生きているという

ことにして，従来どおりの業務処理を行うこととした。

このために委託料金に関する限表関係を除き ， 11百和 27 ・ 9 に，

自動車線委託業務処理手続が制定されるまでの聞は，形式的に

は，委託業務の処理に|測する手続規定が空白状慾になっていた

わけである。

3 委託制度の拡充

(1) 乗車券類委託販売の試行および笑施

すでに述べたように国鉄自動車では， 荷物 ・ 貨物の取扱等に

ついては当初から業務委託の方法を採用してきたが， 乗車券類

の発売業務はこれを委託しないで， 直営の形式をとってきた。

しかし戦後の激泊する旅客輸送に対して，自動車線の駅の大

部分は駅員無配置駅であって，これらの駅から乗降する旅客は，

すべて車掌が取扱っていたのであるが， と くに車内サー ビスが

強調されるようになってから，車掌:の業務f置は飽和点に逮し，

車内での乗車券の完全発売がすこぶる閤 Jli~になってきた。

この対策として現場から，乗車券の委託販売についてかなり

強い嬰望もあったので，試行の形で昭和 23 ・ 6 ・ 1 から，中国地方

自動車事務所の光線，同年 8 ・ 1 から，中部地方自動車事務所の

高速線，若江線，天龍線において ， 自動車線内相互発着の衆車

券を地方自動車事務所長かぎりで， 委託販売することにした。

試行された以は比較的乗客の多い業務委託駅および駅員無配

置駅で，これに対する委託手数料は運賃制の 4 分以内に相当す

る額とされた。

委託飯売の試行は予想以上の効果を収めて， 次第に笑施路線

が拡大されたが， 当時は連合軍総司令部からの指示によって，

請負業務の省泣元が行われていたので，本絡が]な突施を見合わ

せ試行を継絞した。昭和 26 ・ 10 末の調査によると，委託販売駅

数 400 ， 1 箇月平均の発売枚数約 100 万枚で， これは国鉄自動

車定期外来事人員の約 19 % に達した(当時の発売割合t工事掌発

売 71 % ， 駅員配f泣駅発売 10 %，委託販売 19% となっている)。
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